
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私は社会的に疎外され、遵法的な社会生活を諦めてしまう人がいることを知り、そのような人の力になりたいと考え

て保護観察官を志望しました。現在は法務事務官として、事件関係の事務処理・会計・庶務の業務に携わっていま

す。保護観察官として働くのはまだ先ですが、日頃から上司や先輩方の経験談を聞き、更生保護制度の奥深さや重

要性を感じています。 

 更生保護制度は刑事司法手続のアンカーであり、保護観察官と保護司をはじめとする様々な民間協力者が協働

することで成り立っています。このような制度を通じ、安心・安全で受容的な社会の構築を目指す保護観察官に興味

のある方は、是非説明会や官庁訪問にお越しください。 

                                                     （令和６年度採用 男性） 

先輩からのメッセージ 

■国家公務員一般職試験（大卒程度・高卒程度） 

☆更生保護とは？ 

 犯罪や非行をした人も、何らかの処分を受けた後は、地域社会で

生活を続けます。更生保護とは、国が民間の人々と協力連携して犯

罪や非行をした人が地域の中で早期に更生できる（立ち直る）よう助

けるとともに、地域の犯罪・非行の予防を図る活動です。 

☆業務内容 

 ○地方更生保護委員会…全国８か所に置かれ（九州では福岡に

本庁、沖縄に分室）、主として刑務所や少年院に収容されてい

る人の仮釈放等に関する業務を行っています。 

○保護観察所…全国５０か所に置かれ、更生保護および医療観

察の第一線の実施機関として、保護観察、生活環境調整、更

生緊急保護、犯罪予防活動および精神保健観察等の業務を

行っています。 

こんな仕事をしています 裁 判 所 

刑務所・少年院 

九州地方更生保護委員会 

（仮釈放・仮退院の許可等） 
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仮釈放や保護観察に付された人の

生活支援・家庭訪問・職業援助など 

仮釈放 

 採用後は、保護局や地方更生保護委員会、保護観察所などで法務事務官として一定期間行政事務に従事した

後、保護観察官に任命されます。保護観察官は、社会内処遇の専門家として犯罪や非行をした人達の再犯・再非

行を防ぎ、改善更生するために必要な指導・援助する業務に従事します。転勤は主に九州管内ですが、昇進してい

くにつれ範囲が広がります。勤務成績や実務経験に基づき、係長、課長、所長へと昇進します。 

採用されたら 

〒９００－００２２ 

那覇市樋川１－１５－１５ 那覇第一合同庁舎 東棟７階 

九州地方更生保護委員会那覇分室 

０９８－８５３－２９４７ 
保護局 HP：http://www/moj.go.jp/HOGO 
 

問い合せ先 保護局 Instagram 

 

保護局 X 

 

九州地方更生

保護委員会 HP 

 ○当委員会における過去の採用実績は、次のとおりです。 

 令和３年度試験： 専門職４名、一般職（大卒）１名、一般職（高卒）０名 

 令和４年度試験： 専門職４名、一般職（大卒）１名、一般職（高卒）１名 

 令和５年度試験： 専門職３名、一般職（大卒）１名、一般職（高卒）０名 

採用実績 


